
報告第７号 

 

専決処分の報告について 

 

議会において指定されている事項について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分

したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

平成３０年６月５日 

 

 

北本市長 現王園 孝 昭     



  



専 決 処 分 書 

 

 北本市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

 

  平成３０年３月２９日 

 

 

北本市長 現王園 孝 昭     



  



   北本市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 北本市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに指定

地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める

条例（平成２５年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「法人」の次に「又は病床を有する診療所を開設している者

（複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護に限る。）に係る指定

の申請を行う場合に限る。）」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条第１項第１号の規定は、この条例の施行の日以後の

所得による制限について適用し、同日前の所得による制限については、

なお従前の例による。 

平成３０年３月２９日 
 条例  第１７号 


